
認可外保育施設に対する指導監督実施要領 

 

 

１ 目的 

  この要領は、令和６年３月２９日こ成保第２０６号こども家庭庁成育局長通知「認可外保育

施設に対する指導監督の実施について［最終改正］令和８年４月２日こ成保第３１７号」（以

下「こども家庭庁通知」という。）に基づく認可外保育施設に対する指導監督の実施の円滑な

運用に資することを目的とする。 

 

２ 指導監督の実施機関 

  認可外保育施設に対する指導監督（こども家庭庁通知第３の３（３）「利用者に対する周知

及び公表」、第４「事業停止命令又は施設閉鎖命令」の事項を除く。）は、山梨県各保健福祉

事務所（以下「保健福祉事務所」という。）及び山梨県の事務処理の特例に関する条例により

事務の移譲を受けた市町村（以下「事務権限移譲市町村」という。）が実施する。 

 

３ 対象施設 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第９項から第

１２項（家庭的保育事業等の定義）までに規定する業務を目的とする事業者であって、法

第３４条の１５第２項の規定により市町村長の認可を受けていないもの（法第５８条第２

項の規定により市町村長の認可を取り消された施設を含む。）。 

（２）法第３９条第１項（保育所の定義）に規定する業務を目的とする施設であって、法第   

３５条第４項の規定により山梨県知事（以下「知事」という。）の認可を受けていないもの

（法第５８条第１項の規定により知事の認可を取り消された施設を含む。）。 

（３）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８法律

第７７号。以下「認定こども園法」という。）に規定する業務を目的とする施設であって、

認定こども園法第１７条第１項の規定により知事の認可を受けていないもの（認定こども

園法第２２条第１項の規定により知事の認可を取り消された施設を含む。）。 

 

４ 指導監督の事項 

  指導監督は、こども家庭庁通知別添の認可外保育施設指導監督基準（以下「指導監督基準」

という。）に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等について行う。 

   

５ 認可外保育施設の把握 

  保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、認可外保育施設について、その速やかな把

握に努める。 

また、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、保健福祉事務所長及び事務権

限移譲市町村長は設置者に対し、様式第１号により届出を行うよう指導するものとする。その

際、次のような場合にも報告を行うよう併せて指導する。 

  ① 届出事項に変更が生じた場合の報告（様式第２号） 

  ② 事業を廃止し、又は休止した場合の報告（様式第３号） 

認可外保育施設から、届出があったとき又は①及び②について報告を受けた場合、保健福祉

事務所長及び事務権限移譲市町村長は山梨県総合県民支援局長（以下「県総合県民支援局長」と

いう。）に速やかに報告するものとする（以下、事務権限移譲市町村長がこの要領において県総



合県民支援局長あて報告する場合には、管轄の保健福祉事務所を経由するものとする。）。なお、

保健福祉事務所長は当該届出に係る事項について当該施設の所在地の市町村長（事務権限移譲

市町村長は除く。）に速やかに通知すること。 

  

６ 報告の徴収 

（１）通常の報告 

①保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、認可外保育施設に対し、年１回以上当

該施設の設備及び運営の状況について、様式第４－１号（居宅訪問型保育事業（事業者）

については様式第４－２号、居宅訪問型保育事業（個人）については様式第４－３号及

び様式第１５号）により報告を求めるものとする。 

②認可外保育施設において、死亡事故、治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴

う重篤な事故、食中毒事案等が生じた場合は、第１報は原則事故発生当日（遅くとも事

故発生翌日）、第２報は原則１か月以内に様式第５号により報告を行うものとする。 

③長期滞在児がいる場合について、様式第６号により報告を行うものとする。 

なお、②及び③について報告を受けた場合、又は立入調査で発見した場合は、保健福祉事

務所長及び事務権限移譲市町村長は、速やかにその状況を県総合県民支援局長に報告するも

のとし、県総合県民支援局長は関係部局と連携して所要の措置を講ずる。 

（２）特別の報告 

保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、前項の報告は無いが、その事実が判明又

は強く疑われる場合等で、児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合に

は、随時、特別に報告を求めるものとする。 

 

７ 立入調査の実施 

（１）保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、６により認可外保育施設から提出され

た報告書に基づき、指導監督基準に適合しているか否かを検討したうえ、認可外保育施設

立入調査書（様式第７号）により立入調査を実施して指導監督基準の適否の確認を行う。  

法第６条の３第11項に規定する業務（居宅訪問型保育事業）を目的とする施設について 

は、こども家庭庁通知第２の３において、立入調査に代えて、施設の設置者若しくは管理

者又は保育従事者を一定の場所に集めて講習等の方法により集団指導が認められているこ

とから、立入調査又は集団指導を年１回以上行うこと。ただし、各保健福祉事務所長及び

権限移譲市町村長が必要と判断する場合には、立入調査を行う。 

調査、質問等は、設置者又は管理者に対して行うことを通例とするが、必要に応じて、

保育従事者等からも事情を聴取すること。施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は、

利用児童の保護者から事情を聴取すること。なお、６による報告書の提出が無い施設又は、

重大な問題があるため緊急に立入調査を行う必要がある施設については、報告の徴収を省

略して直接立入調査を実施する。また、重大な事故等が発生した場合又は利用者から苦情

や相談が寄せられている場合等で施設に問題があると思われる場合にも、随時、特別に立

入調査を実施する。 

（２）年度途中に新規に把握された施設については、実施計画に基づく調査とは別に、速やかに

立入調査を行う。 

 

８ 指導基準の趣旨、内容の明示 

  保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、６による報告の徴収、７による立入調査の

実施に当たっては、認可外保育施設に対し指導監督の法的根拠、指導監督基準の趣旨、内容等



をこども家庭庁通知に基づき、文書により明らかにするものとする。 

 

９ 問題を有すると認められる場合の指導監督 

  保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、指導監督基準に不適合な場合、又は指導監

督基準に記載されていない事項においても、法第４５条第１項若しくは法３４条の１６第１

項又は認定こども園法第３条第２項及び第４項の基準に適合しない場合は、所要の行政指導

を行う。 

（１）改善指導 

         認可外保育施設からの報告徴収又は立入調査によって指導すべき事項が明らかになった

場合、別表評価基準に沿って、文書（様式第８号）による改善指導（以下「文書指導」とい

う。）又は口頭による改善指導（以下「口頭指導」という。）を行い、概ね１か月以内に回

答を得るものとする。 

（２）改善勧告 

       前項の改善指導を繰り返し行っているにもかかわらず改善されず、改善の見通しがない

場合には、こども家庭庁通知に基づき当該施設に対し改善勧告（様式第９号）を行うものと

する。 

（３）改善措置の確認  

   保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、改善指導及び勧告を行ったときは、こど

も家庭庁通知に基づき、その状況を確認し、速やかに県総合県民支援局長に報告するものと

する。 

（４）利用者に対する周知 

県総合県民支援局長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該施

設の利用者に対し改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等によ

り周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、利用児童に対する福祉の措置

等を講ずる。 

（５）公表 

        県総合県民支援局長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、必要に

応じこども家庭庁通知に基づき、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について

公表するものとする。 

 

１０ 事業の停止又は施設の閉鎖命令 

   保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、事業停止又は施設閉鎖の処分を行う必

要があると認められた場合には、当該施設（保育を必要とする者の居宅で保育を行う場合も

含む。）の名称、指導の経緯、処分の理由等を県総合県民支援局長に報告するものとする。

また、山梨県知事は、県総合県民支援局長の報告に基づき、当該施設に対して弁明の機会を

付与（様式第１０号）し、事業停止命令や施設閉鎖命令を行う際には、様式第１１号により

処分に必要な手続きをとるものとする。 

 

１１ 定期調査等 

保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、立入調査の結果、指導監督基準に適合す

ると認められた認可外保育施設に対しても、以降年１回、定期的に報告徴収及び立入調査を

実施する。定期調査により把握された指導監督基準不適合等の施設に対しては、９の措置を

講ずる。 

 



１２ 証明書の交付 

（１）保健福祉事務所長は、５により届出された施設について７の立入調査又は集団指導を実施

し、及び１４（１）による事務権限移譲市町村長からの報告、又は１４（２）による事務権

限移譲市町村長からの立入調査書の写しの提出により指導監督基準の全項目について適合

していることを確認した場合は、１日に保育する乳幼児の数が６人以上の施設の設置者等

に対しては、様式第１２－１号により、法第６条の３第９項に規定する業務又は同条第１２

項に規定する業務を目的とする施設（１日に保育する乳幼児の数が５人以下のものに限る。）

の設置者等に対しては、様式第１２－２号により、複数の保育の従事者を雇用又は委託して

いる居宅訪問型保育事業の設置者等に対しては、様式１２－３号により、複数の保育の従事

者を雇用又は委託していない居宅訪問型保育事業の設置者等に対しては、様式第１２－４

号により証明書を交付する。また、保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長が９（１）

の改善指導を行った場合でも、当該施設が指導基準の全項目について適合していることを

確認した場合には証明書を交付する。この場合に、事務権限移譲市町村長が所管する認可外

保育施設にあっては、事務権限移譲市町村長から提出される様式第１３号により保健福祉

事務所長は証明書の交付を行うものとする。なお、証明書の有効期間は、保健福祉事務所長

が交付した日から、次の（２）によりその返還を求めるときまでとする。 

（２）保健福祉事務所長は、（１）の証明書の交付を受けた者が、７の立入調査等により、（１）

に定める証明書交付の要件を満たさなくなったと認められるときは、証明書の返還を求め

る。その際、保健福祉事務所長が必ず回収する。また、当該返還を求めた日付につき記録を

残すものとする。 

（３）保健福祉事務所長は、当該施設の設置者等から（１）の証明書を紛失等により証明書の再

発行を求められた場合は、証明書の再交付を行う。当該施設の設置者等が、証明書の再交付

を受けた後に紛失した証明書を発見したときは、ただちに、保健福祉事務所長又は事務権限

移譲市町村長に発見した証明書を返還しなければならない。 

 

１３ 情報提供 

   県総合県民支援局長は、保健福祉事務所長から証明書交付台帳の写しの提出を受け、管内

の認可外保育施設につき証明書を交付した事実についてインターネットへの掲載等により

公表する。また、県総合県民支援局長は、認可外保育施設に関する施設の基本情報及び立入

調査の結果等について、児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、地域住民に対し

て情報提供を行う。 

 

１４ 記録の整備 

（１）保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、認可外保育施設台帳（様式第１４号）を

整備し、その写し（修正等があった場合はその都度）を県総合県民支援局長に提出するもの

とする。 

（２）保健福祉事務所長及び事務権限移譲市町村長は、認可外保育施設の立入調査（定期調査を

含む）を実施したときは、権限移譲市町村長にあっては直ちに、保健福祉事務所長にあって

は遅滞なくその調査書の写しを県総合県民支援局長に提出するものとする。 

（３）保健福祉事務所長は、１２の証明書の交付、返還、再発行、継続について、別に定める証

明書交付台帳を整備し、その写し（修正等があった場合はその都度）を県総合県民支援局長

に提出するものとする。併せて認可外保育施設が所在する管内市町村長あて通知する。   

 

 



１５ その他 

（１）県総合県民支援局長は、円滑かつ効果的な調査指導を図るため必要に応じ関係部局等の協

力を求めるものとする。 

（２）認可外保育施設の立入調査等を行う職員は、必ず、その身分を証明する証票を携帯しなけ

ればならない。 

（３）認可外保育施設の立入調査等を行う職員は、調査等を行った場合に知り得た関係者の秘密

をみだりに他に漏らしてはならない。 

 

 

１６ 施行期日 

 この通知は令和３年９月３０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 この通知は令和４年１１月１５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 この通知は令和５年４月１４日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 この通知は令和６年６月４日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

この通知は令和７年６月１１日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

この通知は令和８年６月８日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 


